
融資実行日は、貴社所定の審査等に要する期間により私の希望日にならないこともあること。

融資手数料を一旦支払ったうえは、本ローンを期限より以前に全額または一部繰上償還しても、当該

手数料が返戻されないこと。
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1記入例

ご注意！
・お客様の適用金利は、ご選択の「融資実行時の A・B タイプの
　各金利」となります。そのため、申込時点での金利とは異なる
　場合もあります。
・Aタイプの金利は、B タイプの金利より 0.10% 高く設定してい
　ます。
・融資手数料支払いにかかる各タイプの手数料・手数料率は「融
　資申込み月」分を適用します。
・「財住金フラット35」の借入にかかる契約は、後日提出いただ
　く「金銭消費貸借契約証書」により確定します。
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